
2025年 10月 1日 

 

吸収合併に係る事後開示書面 
 

神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

フジッコ株式会社 

代表取締役社長執行役員 福井 正一 

 

 

当社を吸収合併存続会社、フジッコ NEW デリカ株式会社（以下「フジッコ NEW デリカ」と

いいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関する会社法

第 801条第 1項および会社法施行規則第 200条に定める事項は、以下のとおりです。 

 

 

１．吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200条第 1号） 

2025年 10月 1日 

 

２．吸収合併消滅会社における法定手続の経過に関する事項（会社法施行規則第200条第 2号） 

2-1．株主の差止請求手続の経過（会社法第 784条の 2） 

フジッコ NEWデリカは、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

2-2．反対株主の株式買取請求手続の経過（会社法第 785条） 

フジッコ NEWデリカは、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

2-3．新株予約権買取請求手続の経過（会社法第 787条） 

フジッコ NEWデリカは、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

 

2-4．債権者の異議手続の経過（会社法第 789条） 

フジッコ NEW デリカは、会社法第 789 条第 2 項の規定に基づき、2025 年 7 月 8 日付

けの官報により債権者に対して本合併に対する異議申述の公告を行うとともに、知れてい

る債権者に対しては同日付けで各別の催告を行いましたが、いずれも申述期限までに異議

を申し出た債権者はありませんでした。 

 

３．吸収合併存続会社における法定手続の経過に関する事項（会社法施行規則第 200条第 3号） 

3-1．株主の差止請求手続の経過（会社法第 796条の 2) 



本合併は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併であるため、該当事項はあり

ません。 

 

3-2．株主への通知および反対株主の株式買取請求手続の経過（会社法第 797条） 

当社は、会社法第 797条第 4項の規定に基づき、会社法第 797条第 3項の規定に基づく

株主への通知に代えて、2025年 7月 8日付けの電子公告により株主に対して本合併の公告

を行いました。 

なお、反対株主の株式買取請求手続の経過については、本合併は、会社法第 796 条第 2

項の規定に基づく簡易合併であるため、該当事項はありません。 

 

3-3．債権者の異議手続の経過（会社法第 799条） 

当社は、会社法第 799 条第 2 項および第 3 項の規定に基づき、2025 年 7 月 8 日付けの

官報および電子公告により債権者に対して本合併に対する異議申述の公告を行いましたが、

申述期限までに異議を申し出た債権者はありませんでした。 

 

４．吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する

事項（会社法施行規則第200条第 4号） 

当社は、本合併の効力発生日をもって、吸収合併消滅会社からのその資産、負債およびそ

の他の権利義務一切を承継しました。 

 

５．会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面または電磁的記録

に記載または記録がされた事項（会社法施行規則第 200条第 5号） 

別紙のとおりです。 

 

６．会社法第921条の変更の登記をした日（会社法施行規則第 200条第 6号） 

2025年 10月 1日（予定） 

 

７．前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第200条第 7号） 

該当事項はありません。 

 

以上 

 

  



 

 

 

 

別 紙 

 

会社法第 782条第 1項の規定により 

吸収合併消滅会社が備え置いた 

書面または電磁的記録に 

記載または記録がされた事項 

 

 

（次頁以降に添付） 

 

 



2025年 7月 8日 

 

吸収合併に係る事前開示書面 
 

神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

フジッコNEWデリカ株式会社 

代表取締役社長 豊村 正之 

 

 

当社を吸収合併消滅会社、フジッコ株式会社（以下「フジッコ」といいます。）を吸収合

併存続会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）に関する会社法第 782条第 1項

および会社法施行規則第 182条に定める事項は、以下のとおりです。 

 

 

１．本合併契約の内容 

本合併契約の内容は別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項 

当社はフジッコの完全子会社であるため、本合併に際して、フジッコは当社の株主に

対する株式の発行および金銭等の交付を行いません。 

 

３．本合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

当社は新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。 

 

４．計算書類等に関する事項 

4-1．存続会社に関する事項 

4-1-1．フジッコの最終事業年度に係る計算書類等の内容 

フジッコの最終事業年度（2024年 4月 1日～2025年 3月 31日）に係る計算書類

等の内容は別紙２のとおりです。 

 

4-1-2．フジッコにおける重要な後発事象に関する事項 

フジッコにおける、最終事業年度（2024年 4月 1日～2025年 3月 31日）の末日

後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影

響を与える事象は、別紙３のとおりです。 

 



4-2．当社に関する事項 

4-2-1．当社における重要な後発事象に関する事項 

当社において、最終事業年度（2024年 4月 1日～2025年 3月 31日）の末日後に

生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を

与える事象はありません。 

 

５．本合併が効力を生ずる日以後におけるフジッコの債務の履行の見込みに関する事項 

2025 年 3 月 31 日現在、当社およびフジッコの貸借対照表における資産の額、負債

の額および純資産の額は下表のとおりです。 

 

 資産の額 負債の額 純資産の額 

当社 1,850百万円 1,747百万円 103百万円 

フジッコ 80,015百万円 11,424百万円 68,591百万円 

（表示単位未満の端数切捨） 

 

当社およびフジッコのいずれについても、上記貸借対照表の基準日後、その債務の履

行の見込みに影響を与える財務状況の悪化はなく、資産内容上、短期支払能力にも問題

はありません。また、本合併の効力発生日以後における資産および負債の状態に重大な

変動を生じる事態は現在のところ予測されていません。 

よって、本合併後におけるフジッコの負担すべき債務について、履行の見込みがある

と判断いたします。 

 

以上 

 

 

 

  



 

 

 

 

別紙１ 

本合併契約の内容 

 

 

（次頁以降に添付） 

 



吸収合併契約書 

 

フジッコ株式会社（以下「甲」という。）およびフジッコNEWデリカ株式会社（以下「乙」

という。）は、次のとおり吸収合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（吸収合併の方法） 

甲および乙は、本契約に定めるところにより、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅

会社とする吸収合併（以下「本件合併」という。）を行い、甲は、本件合併により乙の権

利義務の全部を承継する。 

 

第 2条（合併をする会社の商号および住所） 

本件合併の吸収合併存続会社および吸収合併消滅会社のそれぞれの商号および住所は、

次のとおりである。 

吸収合併存続会社（甲） 

商号：フジッコ株式会社 

住所：神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

吸収合併消滅会社（乙） 

商号：フジッコ NEWデリカ株式会社 

住所：神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

 

第 3条（本件合併の効力発生日） 

本件合併の効力発生日（以下「効力発生日」という。）は 2025年 10月 1日とする。ただ

し、本件合併の手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議し合意のうえ、これを

変更することができる。 

 

第 4条（本件合併に際して交付する株式等） 

甲は、乙の発行済株式の全部を保有しているため、乙の株主に対し、本件合併に際して、

甲の株式その他一切の対価を交付しないものとする。 

 

第 5条（資本金及び準備金の額） 

本件合併に際して、甲の資本金および準備金の額の増加は行わない。 

 

第 6条（本件合併の承認手続等） 

１．甲は、本件合併が会社法第 796 条第 2 項本文に定める場合に該当するため、株主総

会による本契約の承認を求めずに、取締役会の決議に基づいて本件合併を実行する。 



２．乙は、本件合併が会社法第 784 条第 1 項本文に定める場合に該当するため、株主総

会による本契約の承認を求めずに、取締役会の決議に基づいて本件合併を実行する。 

 

第 7条（会社財産の引継ぎ） 

甲は、効力発生日において、乙の資産及び負債並びにこれらに付随する全ての権利義務を

承継するものとする。 

 

第 8条（会社財産の管理） 

甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまでの間、善良なる管理者の注意をもっ

てそれぞれの業務の執行および財産の管理を行い、それぞれの資産内容、財産状態、経営

成績、キャッシュフロー、事業または将来収益計画（以下「資産内容等」と総称する。）

に重大な影響を及ぼす行為を行おうとする場合には、あらかじめ甲乙協議し合意のうえ、

これを行う。 

 

第 9条（誓約事項） 

甲および乙は、本契約締結後、効力発生日に至るまでの間、その資産内容等に重大な影響

を及ぼす恐れのある事象その他本件合併の実行に重大な影響を及ぼす恐れのある事象が

判明または発生した場合には、相手方に対して、速やかに書面によりその旨および当該事

象の内容を通知しなければならない。 

 

第 10条（合併条件の変更および本契約の解除） 

本契約締結の日から効力発生日前日までの間において、甲または乙の資産内容等に重大

な影響を及ぼす事象その他本件合併の実行に重大な影響を及ぼす事象が判明または発生

した場合には、甲乙協議し合意のうえ、本契約の変更または解除を行うことができる。 

 

第 11条（準拠法および裁判管轄） 

１．本契約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈される。 

２．本契約に関して甲および乙との間に生じる一切の紛争の解決については、大阪地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

第 12条（本契約に定めのない事項） 

本契約に定める事項のほか、本件合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協

議し合意のうえ定める。 

 

本契約締結の証として本書 2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲が原本を、乙はその写し

をそれぞれ保有するものとする。 



 

2025年 7月 7日 

 

甲：神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

フジッコ株式会社 

代表取締役社長執行役員 福井 正一 

 

乙：神戸市中央区港島中町六丁目１３番地４ 

フジッコNEWデリカ株式会社 

代表取締役社長 豊村 正之 

 

 

 



 

 

 

 

別紙２ 

フジッコ株式会社 

最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

 

（次頁以降に添付） 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



（参考資料 フジッコの連結注記表） 

フジッコの個別注記表中、「連結注記表に同一内容を記載しているため記載を省略して

いる」旨の記載がある事項については、以下のフジッコの連結注記表の内容をご参照く

ださい。 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

フジッコ株式会社 

重要な後発事象に関する事項 

 

 

（次頁以降に記載） 

  



別紙２「フジッコ株式会社 最終事業年度に係る計算書類等の内容」末尾の「参考資料 フ

ジッコの連結注記表」の「10．重要な後発事象」のとおり。 


